
－ 1 － 

第２回 枚方市教育委員会定例会 会議録 

開会 平成26年２月10日午前10時00分 閉会 平成26年２月10日午後０時40分 

日程番号 議 案 番 号 案     件 結果

１ 議案第29号
枚方市立総合スポーツセンター条例施行規則等の一部改正につ

いて 
可決

２ 議案第30号
枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則の一部改正につ

いて 
可決

３ 議案第31号
枚方市立小中学校における事務の共同実施に関する要綱の制定

について 
可決

４ 報告第10号

臨時代理事項の報告について 
（１）議会の議決事項（平成26年度教育費当初予算額につい

て）の意思決定について 
（２）議会の議決事項（一般職の職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部改正について）の意思決定について 
（３）議会の議決事項（枚方市社会教育委員設置条例の一部改

正について）の意思決定について 
（４）議会の議決事項（平成25年度教育費３月補正予算額につ

いて）の意思決定について 

承認

５ 議案第32号 教職員（管理職）人事について 可決
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社 会 教 育 部 次 長 

兼 中央図書館長 
園田  一博 スポーツ振興課長 棈木 孝充 

教 育 推 進 室 長 俣野  浩一  中央図書館副館長 岡村  理恵 
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記
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教育総務課課長代理 本田  一成 

 
  傍聴の人数 ０人 
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○記虎委員長 それでは、開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

  君家管理部長。 

○君家管理部長 委員の出席状況について報告します。 

  本日の会議、全員出席です。 

  以上、報告を終わります。 

○記虎委員長 報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第２回枚方市

教育委員会定例会を開会いたします。 

  次に、本定例会の会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、会議規則第17条第２項の規定により、委員長において、徳永委員を指名い

たします。 

  それでは、日程１、議案第29号「枚方市立総合スポーツセンター条例施行規則等の一部改正に

ついて」を議題とします。 

  説明を求めます。 

  西口社会教育部長。 

○西口社会教育部長 ただいま上程いただきました議案第29号、枚方市立総合スポーツセンター条

例施行規則等の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書の１ページをごらんください。 

  本件の改正規定につきまして、ご説明いたします。 

  このたび、本市が導入しているインターネットを利用した施設予約システムにつきまして、平

成26年４月使用分から新しいシステムが稼働することとなりましたことを機に、スポーツ施設の

使用申し込みができる期間の統一について、平成25年第11回教育委員会定例会におきまして、枚

方市立総合スポーツセンター条例施行規則等の一部改正についてご審議をいただき、平成25年12

月１日に施行したところでございます。これにつきまして、今回は、テニスコート及び運動広場

の使用中止の期間につきまして、使用の10日前までの届出から１週間前までに届け出ることと改

め、また、使用の１週間前まで中止の届出のできる施設につきましては、市民にとってわかりや

すいものとするために、使用変更の規定をなくすことに改めるため、枚方市立総合スポーツセン

ター条例施行規則等の一部改正について、教育長に委任する事務等に関する規則第２条第１項第

16号の規定により、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

  なお、本規則で改正いたします規則は、枚方市立総合スポーツセンター条例施行規則、枚方市

立伊加賀スポーツセンター条例施行規則及び枚方市立サプリ村野スポーツセンター条例施行規則

の３規則でございます。 

  それでは、主な改正内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の４ページの新旧対照表をごらんください。 

  はじめに、枚方市立総合スポーツセンター条例施行規則関係の改正内容でございますが、第４

条第１項につきましては、前回の改正において、専用使用を中止する場合にあっては許可を伴わ

ない使用中止届出書を、変更する場合にあっては、使用変更許可申請書を提出するよう改めたこ

とにあわせ、「当該申請書」から「当該届出書又は申請書」に改めるものでございます。 
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  第６条につきましては、これまでテニスコートの使用の「中止又は変更」について定めていま

したが、テニスコートの使用中止期日を改めるとともに、中止の届出と期日が同じで、また、一

度変更申請を行うと、変更も中止もできなくなることから、利用者にとって利点がなく、わかり

にくかった「変更」をなくすもので、同条第１項につきましては、テニスコートの使用中止の期

日を「10日前」から「１週間前」に、「当該申請書」を「当該届出書」に改めるとともに、変更

申請に係る文言を削って文言整理を行い、第２項を削り、第３項につきましては「第１項」を

「前項」に、「中止に係る届出」を「中止の届出」に改めるとともに、変更申請に係る文言を削

り、当項を第２項に改め、第４項を削るものでございます。 

  ５ページをごらんください。 

  第１条につきましては、使用者に提示を求める使用許可書に、専用使用の使用変更許可書も含

まれることを明記し、改めるものでございます。 

  続きまして、６ページをごらんください。 

  枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則関係の改正内容でございますが、第６条第１項

につきまして、先ほどと同様、「当該申請書」から「当該届出書又は申請書」に改め、表中の運

動広場の中欄の使用中止期日を、当該使用の「10日前」から「１週間前」に改め、右欄の「又は

枚方市立伊加賀スポーツセンター（運動広場）使用変更許可申請書」を削り、また第３項の「枚

方市立伊加賀スポーツセンター運動広場使用変更許可書又は」を削り、運動広場の使用変更の規

定をなくすものでございます。 

  ６ページから７ページにかけまして、これまでテニスコートの使用の中止、または変更につい

て定めていました第８条では、第１項につきまして、使用中止期日を「10日前」から「１週間

前」に改め、「当該申請書」を「当該届出書」に改めるとともに、変更申請に係る文言を削り、

第２項につきましては、「中止に係る届出又は変更に係る許可申請」を「中止の届出」に改め、

第３項及び第４項を削るものでございます。第13条につきましては、引用条項及び文言の整理で

ございます。 

  ８ページをごらんください。 

  続きまして、枚方市立サプリ村野スポーツセンター条例施行規則関係の改正内容でございます

が、第６条第１項につきましては、「専用使用を中止し、または変更使用とするとき」の次に、

「（運動広場及び多目的体育室にあっては、専用使用を中止しようとするとき）」を加え、「当

該申請書」から「当該届出書又は申請書」に改め、表中の運動広場の中段の使用中止期日を、当

該使用の10日前から１週間前に改め、右欄の、「又は枚方市立サプリ村野スポーツセンター運動

広場使用変更許可申請書」を削るとともに、「枚方市立サプリ村野スポーツセンター体育館多目

的体育室使用変更許可申請書」を、「枚方市立サプリ村野スポーツセンター（体育館）使用変更

許可申請書」に改め、第３項の「枚方市立サプリ村野スポーツセンター運動広場使用変更許可書

又は枚方市立サプリ村野スポーツセンター体育館多目的体育室使用変更許可書」を「枚方市立サ

プリ村野スポーツセンター体育館使用変更許可書」に改め、運動広場及び多目的体育室の使用変

更の規定をなくすものでございます。 

  ８ページから９ページにかけまして、第11条につきまして文言の整理でございます。 
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  恐れ入りますが、議案書の３ページにお戻りください。 

  下段の附則でございますが、本規則の施行日を平成26年３月23日とするものでございます。 

  なお、使用中止届出に係る規定につきましては、平成26年４月１日以後における使用について

適用するものとし、同日内における使用につきましては、従前の例によるものでございます。 

  以上、簡単な説明でございますが、議案第29号、枚方市立総合スポーツセンター条例施行規則

等の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただきます

ようお願い申し上げます。 

○記虎委員長 それでは、これから質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これから議案第29号を採決します。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。 

  続きまして、日程２、議案第30号「枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則の一部改正

について」を議題とします。 

  説明を求めます。 

  西口社会教育部長。 

○西口社会教育部長 

  ただいま上程いただきました議案第30号、枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則の一

部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書の10ページをごらんください。 

  本件の改正経緯につきまして、ご説明申し上げます。 

  平成25年４月にグランドオープンした枚方市立伊加賀スポーツセンターにつきまして、平成26

年４月１日より指定管理者制度の導入を行います。制度導入に当たりましては、平成25年第２回

市議会定例会におきまして、枚方市立伊加賀スポーツセンター条例の一部改正について可決する

ものでございます。 

  このたび、枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則につきましても、指定管理者制度を

実施するために必要な内情に改めるため、枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則の一部

改正について、教育長に委任する事務等に関する規則第２条第１項第16号の規定により、教育委

員会の議決を求めるものでございます。 

  それでは、主な改正内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の12ページの新旧対照表をごらんください。 
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  第２条第１項につきましては、条例改正に伴う引用条項の整理でございます。登録の手続を定

めた第３条につきましては、登録権利者を指定管理者に改めるため、第１項では引用条項の整理

を行うとともに、「教育長」を「指定管理者（条例第４条第１項に規定する指定管理者をいう、

以下同じ）」に改め、第２項から第４項まで及び第６項中の「教育長」を「指定管理者」に改め、

13ページの第７項につきましては、引用条項の整理及び「別に定める」を、「指定管理者が定め

る」に改めるものでございます。 

  専用使用の申請等を定めた第４条につきましては、第１項では引用条項の整理とともに、「教

育長」を「指定管理者」に改め、第４項及び第５項の「教育長」を「指定管理者」に改め、個人、

共用使用について定めた第５条につきましては、第１項の末尾に、「この場合において、当該使

用券の交付をもって、条例第７号第１項の指定管理者の許可とみなす」の一文を加え、第３項の

「教育長」を「指定管理者」に改めるものでございます。 

  13ページから15ページまで、第６条から第９条まで及び第12条中の「教育長」を「指定管理

者」に改め、16ページから21ページまで、様式第１号から第６号までの規定中の「枚方市教育委

員会教育長」を「登録権利者氏名」に改めるものでございます。 

  恐れ入りますが、議案書の11ページにお戻りください。 

  ページ下段の附則でございますが、本規則の施行日を平成26年４月１日とするものでございま

す。 

  以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第30号、枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施

行規則の一部改正についてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただ

きますようお願い申し上げます。 

○記虎委員長 それでは、これから質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  現在の伊加賀スポーツセンターの今の利用状況はどのような状況でしょうか。 

  あべ木スポーツ振興課長。 

○あべ木スポーツ振興課長 例えば体育館ですと、４月当初、大体育室等が約７割の使用であった

ものが、この１月には９割程度の使用となっております。その他の施設の利用状況につきまして

も、例えば体育室１が約62％から約85％、体育室２、こちらは畳敷きの部屋ですが、約27％から

約40％、多目的室が約70％から約84％となっており、利用率が上昇しています。 

テニスコートにつきましては、４月当初の約74％から約83％に、ナイター利用につきましては、

約58％から、約86％となっており、全体的に利用率は向上しております。 

○記虎委員長 わかりました。利用者が増えることを望んでいます。よろしくお願いします。 

  ほかに質疑はありますか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  討論なしと認めます。 

  それでは、議案第30号を採決します。 
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  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。 

  続きまして、日程３、議案第31号「枚方市立小中学校における事務の共同実施に関する要綱の

制定について」を議題とします。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 ただいま上程いただきました議案31号、枚方市立小中学校における事務の共

同実施に関する要綱の制定について、ご説明いたします。 

  恐れ入りますが、議案書22ページをごらんください。 

  本要綱は、中学校区の学校が連携して学校事務を共同で実施できるよう、必要な事項を定める

もので、効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を目的とするもので、教育長に

委任する事務等に関する規則第２条第１項第16号の規定により、教育委員会の議決を求めるもの

でございます。 

  23ページをごらんください。 

  第１条には、要綱制定の目的を示しております。 

  第２条には、中学校区単位に設置する枚方市小中連携事務室の組織について定めております。

この組織は、各校区に配置します主査、または副主査が務める連携事務室長を中心として、校区

の小中学校の事務職員が共同で事務を行うものでございます。 

  第３条には、連携事務室が行う業務について定めています。 

  第４条は、学管規則第32条に定めました枚方市学校事務支援センターの組織等、その業務の内

容を定めております。支援センターを置く学校には、その学校の事務を行う事務職員に加えて、

主幹の職にある事務職員をセンターとしての業務に従事させるために、府の加配を活用して配置

する予定です。 

  なお、支援センターは、現在も支援センターのある山田中学校に引き続き置く予定としており

ます。 

  第５条には、事務支援センター長が学校における事務の円滑な実施に資するために開く事務連

携室長会議について定めています。 

  第６条は、枚方市全体の共同実施の内容や支援センターの運営などについて、教育委員会事務

局、校長会代表、教頭会代表、センター所長及び補佐、連携事務室長会議代表で構成する支援セ

ンター運営委員会について定めています。 

  第７条は、補足として、その要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるとし

ております。 

  最後に、附則といたしまして、この要綱は平成26年４月１日より施行いたします。 

  以上、甚だ簡単な説明ですが、議案第31号、枚方市立小中学校における事務の共同実施に関す

る要綱の制定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただきます

ようお願い申し上げます。 
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○記虎委員長 これから質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  討論なしと認めます。 

  それでは、議案第31号を採決します。 

  本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。 

  続きまして、日程４、報告第10号「臨時代理事項の報告について」を議題とします。 

  なお、日程４、報告第10号「臨時代理事項の報告について」、日程５、議案第32号「教職員

（管理職）人事について」につきましては、枚方市情報公開条例第６条第６号、または第７号に

該当する非公開情報が含まれておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条

第６項の規定に基づき、秘密会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  それでは、この件につきましては、秘密会といたします。 

 

＜ 秘 密 会 ＞ 

 

 

 

○記虎委員長 ただいまから、会議を公開いたします。 

  以上、本定例会に付議された案件は、全て議了しました。 

  これをもって、平成26年第２回枚方市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。
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署  名 

 

       記  虎   敏  和            

 

       徳  永   博  正            

 


